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１．名目賃金の伸びを上回る物価上昇で実質的な購買力が低下 

 消費者物価（生鮮食品を除く総合）の前年比上昇率は、22 年 12 月に 4.0％に達した。消費者物

価は 16か月連続で前年の水準を上回り、長引く物価高が家計の重荷となっている。 

 物価上昇が続く一方、名目賃金（現金給与総額）の伸びは緩やかにとどまっている（図表１）。22

年 11月の名目賃金の前年比上昇率は、1.9％となった。同月の消費者指数は、実質賃金の算出に使

う指数（持家の帰属家賃を除く総合）で前年比 4.5％上昇しており、名目賃金の伸びは物価上昇に

追い付いていない。 

 物価上昇率が名目賃金の伸びを上回る状況

においては、給与で購入できる物品やサービス

の量が減少する。実質的な購買力を示す実質賃

金は、22 年 11月には前年比 2.5％減と８か月

連続でマイナスとなった。 

 

２．物価上昇率を超える賃上げの必要性 

 家計が購買力を維持するためには、物価上昇

率を超える名目賃金の引上げが必要となる。岸

田首相は、23年１月５日の年頭会見において、

「インフレ率を超える賃上げの実現をお願い

したい」と述べた。経団連は、１月 17 日に春

闘（春季労使交渉）の経営側指針を発表し、「物
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（図表１）消費者物価と賃金の前年比変動率 

 
（備考）１．消費者物価指数は持家の帰属家賃を除く総合 

    ２．実質賃金＝名目賃金／消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合） 

    ３．厚生労働省、総務省資料より作成 
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価動向を重視しながら賃金引上げに向けた積極的

な対応を呼びかける」としたうえで、基本給を引

き上げるベースアップ（ベア）についても前向き

に検討するよう促した。 

 物価上昇に見合う賃上げが要請される中で、23

年春闘の賃上げ率に注目が集まっている。日本経

済研究センターが公表した「ＥＳＰフォーキャス

ト調査」によると、23年春闘賃上げ率の民間予測

平均は、2.85％となった（図表２）。実現すれば 22

年実績の 2.2％を大きく上回り、97 年（2.90％）

以来の水準となる。 

 もっとも、22年平均の物価上昇率は、持家の帰

属家賃を除く総合で 3.0％に達しており、2.85％

の賃上げでは物価上昇分をカバーできない。賃上

げ率は例年の水準を上回ると予想されるものの、「インフレ率を超える賃上げの実現」は難しいと

みられている。 

 

３．大企業と比較して中小企業の賃上げ余力は限定的 

 連合（日本労働組合総連合会）が求める 23 年春闘の賃上げ目標は、ベア分（賃金水準の底上げ

分）で３％程度、定期昇給分（賃金カーブ維持相当分）を含めて５％程度となっている。一部の大

企業が５％を超える賃上げの意向を表明する一方、多くの中小企業は原材料高のもとで利益が圧迫

され、賃上げに踏み切ることが難しい状況に置かれている。 

 企業収益は、賃金の動向に影響を与える。労働分配率は、企業が一定期間に生み出した付加価値

のうち、どの程度を人件費として労働者に配分したかを示す指標である。足元の企業の賃上げ余力

を測るもので、労働分配率が低いほど（人件費が低く付加価値が高いほど）賃上げ余力が大きいこ

とを示す。 

（図表２）春闘賃上げ率の推移と見通し 

 
（備考）１．予測は「ESP フォーキャスト調査」による 33 機関の総平均 

    ２．物価は持家の帰属家賃を除く（年平均） 

    ３．厚生労働省、日本経済研究センター資料より作成 

（図表３）大企業と中小企業の労働分配率の推移 

             大企業                 中小企業 

    
（備考）１．労働分配率＝人件費÷付加価値。付加価値＝営業利益＋減価償却費＋人件費。４四半期移動平均 

    ２．大企業は資本金 10 億円以上。中小企業は資本金 1,000 万円以上１億円未満 

    ３．財務省「法人企業統計調査（四半期）」より作成 
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 15～22年の大企業と中小企業の労働分配率を比較すると（図表３）、大企業が 50％前後、中小企

業が 70～80％と大企業の方が相対的に低い水準で推移している。大企業の労働分配率は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が大きく表れた 20 年に上昇した後、企業収益の回復を背景に減少に転じ

た。足元の労働分配率は、コロナ禍前を下回る水準まで低下しているため、比較的賃上げ余力が大

きいことが示されている。 

 中小企業の労働分配率も 20 年をピークに低下しているものの、22 年に入ってからもコロナ禍前

（15～19年）の平均を上回って推移している。中小企業の約３割（従業員ベース）を占めるサービ

ス業がコロナ禍の大幅な減益から回復途上にあること、円安や物価高によるコストを価格に転嫁で

きず利益が圧迫されていることなどが影響している。大企業と比べて中小企業の賃上げ余力は小さ

く、賃上げに応じることが難しい企業も多いとみられる。 

  

４．中小企業を含めた賃上げの波及が焦点 

 23 年の春闘は、経団連と連合の労使トップによる会談が行われた１月 23 日に事実上スタートし

た。物価上昇が続く中で賃上げを進めるという見解は、経団連と連合で一致した。ただ、連合が求

める５％程度の賃上げ率に対して、経団連側は「慎重な検討が望まれる」と発言しており、賃上げ

率に物価動向をどこまで反映できるかが注目される。 

 賃上げの動きを広げるためには、労働者の約７割が雇用される中小企業の取組みが焦点となる。

連合の芳野会長は、トップ会談後の記者会見で「中小企業の賃上げは価格転嫁がどれだけできるか

が重要で、そのうえで大手企業の協力が非常に重要」だと述べた。先に確認したとおり、中小企業

の賃上げ余力は限られているものの、記録的な物価上昇のもとで価格転嫁に踏み切りやすい環境だ

という見方もある。中小企業が大企業の協力のもとで価格転嫁を進め、賃上げの原資となる利益を

確保していくことが期待される。 

                                        以 上  


